
■お問合せは下記までご連絡ください。

賃貸住宅の相続で もめない！ 慌てない！ 後悔しない！
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※本書は、令和5年9月1日時点の情報を基に作成しているものであり、
法改正等により内容が変更する場合があります。

1. もしものときの各種手続き等の全体的な流れ
2. 葬儀の手続きと流れ
3. もしものときに賃貸住宅はどうなってしまうのか
4. 賃貸住宅をはじめとする遺産の分割
5. 賃貸住宅の管理契約等の変更に関する手続き
6. 所得税・相続税の申告と納税
7. 埋葬料・埋葬費受給に関する手続き
8. 健康保険・年金・その他の手続き
9. 必要書類チェック表
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もしものときの慌てないために
「相続支援コンサルタント」へご相談ください

●「相続支援コンサルタント」※とは不動産の相続に関する専門家です。
※（公財）日本賃貸住宅管理協会認定資格。全国で約3,000名が活躍中。

●相続対策の鍵は分割しにくい「不動産」にあり、対策には
　不動産のプロの知識が不可欠です。

●「何となく不安はあるけど、相続対策は難しそうでまだ面倒…」

　という方も、今すぐできる対策からご提案ができます。

はじめに

　公益財団法人日本賃貸住宅管理協会（以下、当協会）は、賃貸住宅における健全かつ専門的
な運営・管理業務の確立並びに普及を通じて、賃貸住宅市場の整備・発展を図り、豊かな国民
生活の実現に寄与することを目的として活動する公益法人です。これらの活動の一環として、当
協会は、賃貸住宅を所有するオーナー（以下、賃貸オーナー）に、もしもの事が起きてしまった場合、
どのような手続きが必要なのか、また、何も対策をしないことで所有する賃貸住宅にどのような
リスクがあるのかなどをまとめた冊子を作成しました。
　賃貸オーナーにもしもの事が起きたとき、何も対策を行っておらず、遺産分割協議でもめてし
まうことで相続人が確定しない場合、「賃料の送金口座」、「新たな入居者との賃貸借契約の内容」、
「修繕工事の内容」等について不確定となり、入居者が安心して住み続けることができない事態
が生じます。その結果、信頼関係が低下し、退去に繋がることも否定できません。
　こうした事態を防ぐにためには、もしものときに早期に相続人を確定させ、円滑に賃貸住宅の
管理を継続させることが必要です。つまり、もしもの事が起きた後にどうするか考えるのでなく、
常日頃から将来を見据えた対策を検討することが重要です。一方で、相続には多くの法律や制度
など幅広い情報を収集する必要があるだけでなく、専門的な知見も必要となり、賃貸オーナーの
みで対策を検討することは困難と想定されます。
　当協会では、平成25年より、賃貸オーナーの身近な存在である賃貸住宅管理会社が賃貸住
宅の管理だけでなく、相続を見据えた賃貸オーナーの資産全体の課題に対して、アドバイスでき
るよう相続支援コンサルタント資格制度を実施しています。相続の争いの元となる大きな要因は、
分割しにくい賃貸住宅をはじめとする不動産と言われています。この不動産をどう相続するかが、
もめない、慌てない、後悔しないための鍵となります。
　本書をお読みの賃貸オーナーにおかれましては、お付き合いのある賃貸住宅管理会社や相続
支援コンサルタントに相談の上、早めに対策をご検討ください。
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窓口である株式会社リア・ライブの顧問税理士を紹介させていただき、

税のプロフェッショナルに安心してご相談ができます。
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1.もしものときの各種手続き等の全体的な流れ

　賃貸オーナーにもしもの事があると、悲しみにくれる間もなく、ご遺族にはやらなければならないことがあります。それは葬儀だけでな
く亡くなられた方の死亡の諸届、遺産（借金も）の把握、遺産分割、賃貸住宅の管理契約、税金の申告、名義変更、年金などといった
一連の手続です。
　特に大変になるのが、賃貸住宅をはじめとする不動産の手続きです。遺産分割協議が円滑にまとまればいいのですが、事前対策を行
っていないともめてしまうことが多いです。その他にも、相続税の申告、所得税や消費税の申告をしなければいけません。ここでは円滑
に諸手続きができるよう、全体の流れを時系列にまとめました。もしものときのために、早めに対策や準備を行いましょう。

泫市区町村により、各種届出や手続、必要書類が異なる場合がありますので、詳細は各担当窓口にお問い合わせください。
　また、個別の手続の詳細につきましては、管理会社・弁護士・税理士・社会保険労務士などにご相談ください。
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※１遺産分割協議がまとまらず、相続人が確定しない場合、登記ができずに管理契約の再締結等の手続きができません。
しかし、賃貸住宅に入居者がいる場合、実務的に対応することも多くあるため、相続人代表者届、家賃受取口座変更等一時的な手続
きを行うことがあります。詳しくは、管理会社へご相談しましょう。 

※2サブリース契約の場合、契約は終了せずに相続人に承継されます。
管理契約の変更手続きはP14を参照してください。➡

管理会社へ
訃報の連絡

１～２週間後を目途に
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2. 葬儀の手続きと流れ

　葬儀の主な手続を、ご遺族のすべきことを中心に時系列にご紹介します。
　葬儀の形式や手続は、亡くなった場所、宗教、宗旨・宗派、居住地域などによって違ってきます。ここでは、最も多い事例を想定しました。
すなわち、病院で死亡し、葬儀社に遺体の搬送以下のサポートを依頼し、ひとまず自宅にご遺体を安置した後、斎場で仏教形式の葬儀（お
通夜・葬儀・告別式）を営む事例です。
　流れの一つひとつに、「ご遺族が行うこと」「葬儀社に任せられること」の区別をわかりやすくするため、それぞれのマークを表示して
います。葬儀社は葬儀全般について心得ており、さまざまなアドバイスや代行をしてくれます。しかし、葬儀は本来ご遺族が行うもので、
葬儀社はそのサポートをする立場です。そのため、葬儀のやり方や費用面の要望などは、はっきりと葬儀社に伝えるようにしましょう。
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　相続の争いの原因となる賃貸住宅（不動産）
をどのように分割するかなど、将来を見据えた
対策を生前から行うことが重要です。
　事前に対策を練り、遺言書などを作成するこ
とで、もしものときにももめずに慌てずに遺産
分割協議を早く成立させることが可能です。

3. もしものときに賃貸住宅はどうなってしまうのか

　事前対策を何もせずに相続発生後に相続人同士でもめてしまい、遺産分割協議もまとまらず、賃貸住宅の相続人が決定しない場合、
お持ちの賃貸住宅が以下のような事態になってしまう可能性があります。

賃貸オーナーが亡くなった場合、管理会社との管理契約はその時点で終了※します。そのため、
相続人が決まり管理契約を再締結しなければ、管理会社が業務を行うことができません。つまり、
その期間は自身で賃貸住宅の管理を行わなければなりません。

相続人が決まらなければ、その期間、賃貸住宅が相続人全員の共有財産となります。そのため、
毎月の受取家賃は、相続人全員の法定相続分で分けなければなりません。他にも、入居者との
入退去等の契約行為、原状回復工事など様々な手続きを行う際に都度相続人全員の合意を取っ
て対応しなければなりません。対応が遅くなれば、入居者に迷惑がかかり、信頼を失い、結果
として退去など最悪の事態になってしまうかもしれません。

もしものときに「もめない」「慌てない」「後悔しない」ために

　納税や節税だけが対策ではありません。
　まずは賃貸住宅も含めた資産全体を将来どう
していきたいかをよく考え、お付き合いのある
管理会社や相続支援コンサルタントに相談をし
ましょう。

注意

注意

※サブリース契約の場合、契約は終了せずに相続人に承継されます。

ポイント ポイント

もしものときに備えて、賃貸住宅等の資産を将来どうしたいか、考えを書いてみましょう

○○アパートは長男に継がせたい。
賃貸住宅が古くなってきているから早めに売却して、子供たちに均等に現金を残してあげたい。　など

例

賃貸住宅やその他の資産を、書いて整理してみましょう
自宅等の賃貸住宅以外の不動産、賃貸住宅、預貯金、現金、株、ゴルフ会員権、生命保険、ローン等の債務 など例

資産の種類 備 考内　　容
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4. 賃貸住宅をはじめとする遺産の分割

遺産の確認

　はじめに、被相続人のどのような財産が遺産（相続財
産）になるのかを確認しましょう。
　基本的に、経済価値のあるものはすべて遺産となりま
す。土地、建物などの不動産はもちろん、現金や預貯金、株
式などの有価証券、貴金属、家財家具、営業権、借地権、特
許権なども含まれます。

　相続が発生すると、遺産は相続人の共有のものとなります。誰がどのような遺産（相続財産）を受け取るのか、また、どのような
手続が必要なのかを確認してみましょう。分けにくい賃貸住宅等の不動産をもめずに協議していくことが重要です。

【主な遺産の種類】

▲

土地・家屋などの不動産

●貸金庫の手続
　貸金庫がある場合、貸金庫は名義変更でなく、解約の手続をすることになりますが、その場合にも預貯金の名義変更と同様の書類を用意す
ることになります。

●相続人に未成年者がいる場合
　相続人のなかに未成年者がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、選任された特別代理人が未成年者に代わって
遺産分割協議を行います。

●相続人とその割合
　民法では、相続人が定められています（法定相続人）。配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人は次のように順位が定められています。
　●第一順位…子・孫（直系卑属）　　●第二順位…父母・祖父母（直系尊属）　　●第三順位…兄弟姉妹
　このように、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
　相続人となるべき方が既に亡くなられている場合、その方の直系卑属が相続人となります（代襲相続人）。
　また、民法では、各相続人の相続割合が定められています（法定相続分）。直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続
分を均等分したものが各人の相続分となります。

相続人が配偶者と子の場合の法定相続分・・・・・・配偶者1/2、子1/2
相続人が配偶者と直系尊属の場合の法定相続分・・・配偶者2/3、直系尊属1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

　一方、借入金や各種の未払税金の債務も相続すること
になります。ただし、債務が遺産額を上回るときには「限定
承認」を選んだり、「相続の放棄」をすることもできます。

遺産（相続財産） 遺産分割のポイントと名義変更手続

土地・借地権・自宅・賃貸住宅など

▲

債務
借入金・未払金・預り敷金など

▲

家財家具・その他の財産
家具・ピアノ・自動車・ゴルフ会員権・書
画・骨董・貴金属・貸付金・電話加入権など

土地や賃貸住宅等の不動産は、土地については、将来のトラブルを防ぐ
ためにも、共有にはせず単独で相続するのがよいでしょう。名義変更の手
続は、必要書類をそろえて不動産所在地の登記所（地方法務局）に申請し
ます。

▲

有価証券

▲
現金・預貯金

株式・出資金・公債・社債・
証券投資信託など

比較的現金化しやすい遺産になりますので、それぞれ分割して相続する
には適しています。上場株式は、証券会社や株主名簿管理人である信託
銀行などを通して名義変更手続をします。

金額や価値により、それぞれ分割して相続するのに適しています。
名義変更をする際には、手続先に必要書類などを確認してください。

債務が遺産額を上回るときには「限定承認」を選んだり、「相続の放棄」を
することもできます。

預貯金は、名義人が亡くなったことが金融機関にわかった時点で凍結さ
れます。凍結された預貯金を引き出すことは、遺産分割が確定してからで
ないとできませんので注意しましょう。しかし、どうしても困るという場合
は、金融機関にその旨を申し出れば、葬儀費用の一部程度の額を限度とし
て、窓口での引出に応じてくれることもあるようですので必要な際は金融
機関に相談してみてください。名義変更の手続は、金融機関によって異な
りますので、前もって確認しておくのがよいでしょう。

遺言書の確認、遺産の分割

　最初に、被相続人が「遺言書」を残しているかどうかの確
認をしましょう。遺言書には下表の3種類があり、遺言者の
亡くなった日に最も近い日に作成された遺言書が効力を持
つことになります。ただし、作成日の異なる2通以上の遺言
書であっても、異なる事項についての内容であれば、どの
遺言書も有効です。
　遺言書がある場合、被相続人が遺言によって指示した
内容で分割すること（指定分割）が最優先されます（ただ
し、配偶者と子どもなどには遺留分という、必ず一定割合
を相続する権利があります。）。

【遺言書の種類】

　遺言書がない場合には、相続人全員の協議により遺産
分割を行います（協議分割）。相続人全員の同意が必要で、
1人でも同意しない人がいると協議分割は成立しません。
　相続人の間で話し合いをする場合、1つの目安となるの
が民法で定められている法定相続分です。ただしこの法
定相続分どおりに必ず分ける必要まではなく、相続人全
員で話し合い、納得の上で分割をするのがよいでしょう。
　なお、相続人の間で協議が調わないとき、または行方不
明者などがあって協議ができないときは、相続人が共同
で、または1人で、家庭裁判所に遺産の分割を申し立てる
ことができます（調停・審判による分割）。

自筆証書遺言

作成方法

印　　鑑

特　　色

遺言書の保管

家庭裁判所の検認

公正証書遺言 秘密証書遺言

遺言者が遺言の全文、日付、氏名
を自署し、押印する方法
※自署によらない財産目録を添付する
ことができます。ただし、財産目録の
各項に署名・押印が必要となります。

遺言書の内容・存在を秘密にで
き、作成が簡単で費用もかかりま
せん。しかし、変造、隠匿や紛失の
恐れがあり、要件不備による無効
や紛争の恐れもあります。

遺言者が保管
令和２年7月10日より法務局における
保管制度が施行されました。）

必要（保管制度を利用した場合は不要）

認印で可

証人2人以上の立合いのもと、公
証人が遺言者の口述を筆記して
作成する方法

変造・紛失の恐れがなく、また、無
効になる恐れもない最も確実な遺
言です。ただ、遺言書の内容が証
人や公証人に知られることにな
り、また、若干の費用がかかりま
す。

原本は公証人役場に保管され、遺
言者には正本と謄本が交付され
ます。

不要

遺言者は実印、証人は認印で可

遺言者が署名・押印した遺言書を
封筒に入れ、同じ印で封印し、公
証人、証人2人以上の前に提出
し、自己の遺言であることを証明
してもらう方法
（ワープロ・代筆可能ですが、署名は必
ず自署）

遺言書の存在は証人や公証人に
知られますが、内容は秘密にでき
ます。しかし、内容について公証人
は確認していないので無効や紛
争の恐れがあり、また、若干の費用
がかかります。

遺言者が保管

必要

認印で可
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4. 賃貸住宅をはじめとする遺産の分割
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　はじめに、被相続人のどのような財産が遺産（相続財
産）になるのかを確認しましょう。
　基本的に、経済価値のあるものはすべて遺産となりま
す。土地、建物などの不動産はもちろん、現金や預貯金、株
式などの有価証券、貴金属、家財家具、営業権、借地権、特
許権なども含まれます。

　相続が発生すると、遺産は相続人の共有のものとなります。誰がどのような遺産（相続財産）を受け取るのか、また、どのような
手続が必要なのかを確認してみましょう。分けにくい賃貸住宅等の不動産をもめずに協議していくことが重要です。

【主な遺産の種類】

▲

土地・家屋などの不動産

●貸金庫の手続
　貸金庫がある場合、貸金庫は名義変更でなく、解約の手続をすることになりますが、その場合にも預貯金の名義変更と同様の書類を用意す
ることになります。

●相続人に未成年者がいる場合
　相続人のなかに未成年者がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出し、選任された特別代理人が未成年者に代わって
遺産分割協議を行います。

●相続人とその割合
　民法では、相続人が定められています（法定相続人）。配偶者は常に相続人となりますが、他の相続人は次のように順位が定められています。
　●第一順位…子・孫（直系卑属）　　●第二順位…父母・祖父母（直系尊属）　　●第三順位…兄弟姉妹
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4.賃貸住宅をはじめとする遺産の分割

●遺留分侵害額請求の方法
　特定の定めはありませんが、相手方に確実に侵害額請求の
意思を伝える必要がありますし、また、請求の時期も問題にな
るため、通常は内容証明郵便により行います。

●相続の放棄と非課税枠
　相続の放棄をすると、通常、相続放棄者は相続税が課税さ
れることはありませんが、生命保険契約の受取人になってい
たため死亡保険金を受け取った場合などは、相続税が課税さ
れることもあります。この場合、相続人に対して適用される生
命保険金等の非課税枠は使えませんので注意が必要です。

●限定承認
　亡くなられた方の財産を換価して債務を弁済し、遺産が残
れば相続し、弁済しきれない債務が残った場合には相続人は
弁済する責任を負わない制度です。

●留意事項

●遺留分の割合
原則…………法定相続分の２分の１
親のみ………法定相続分の３分の１
兄弟姉妹……遺留分なし

遺産分割の方法

　遺産分割の方法には、以下の４つの方法があります。
　遺産をそのまま現物で、相続人ごとに分ける方法を現
物分割といい、遺産分割の一般的な方法となっています。
　特定の相続人が遺産の現物を取得し、その代償として、
他の相続人に対し債務を負担する（具体的には、金銭その
他の資産を渡す）分割方法を代償分割といいます。この場
合、遺産分割協議書には、代償分割によって遺産を分割し
たことを記載しておくことが必要です。
　遺産を売却して換金し、その換金した金銭を相続人で
分ける分割方法を換価分割といいます。換価分割した場
合、相続人ごとに譲渡所得が発生することがあります。
　１つの遺産を２人以上の相続人が共有持分で所有する
分割方法を共有分割をいいます。

相続の放棄をする場合

　遺産には、不動産や預貯金などの財産よりも借入金の
ほうが多い場合もあります。このような場合、相続人は被
相続人の財産・債務の一切を相続しないとすることができ
ます。これを相続の放棄といいます。また、一定の相続人
（例えば長男や事業を承継される方など）にすべての財産
を相続させたい場合にも、ほかの相続人が相続の放棄を
することがあります。
　相続の放棄は、相続開始を知った日から３カ月以内に、
家庭裁判所に対し、「相続放棄申述書」により放棄の申述
をすることが必要です。この相続の放棄は、相続人が複数
いる場合でも単独（1人）で申し立てることができます。

条件つきで相続をする場合

　被相続人の財産の範囲内でのみ債務を承継するという
条件付相続を限定承認といいます。限定承認を受けるた
めには、相続開始を知った日から３カ月以内に家庭裁判所
に対し、「家事審判申立書」により申立をしなければなりま
せん。この限定承認の申立は相続人全員が共同で行う必
要がありますので、１人でも同意しない人がいる場合には
限定承認はできません。

遺産分割の際の留意点

　遺産分割に際しては、配偶者の税額軽減の特例や小規
模宅地等の評価減の活用、分割後の税負担、あるいは二
次相続までを含めた相続人の次の世代のことなど、さま
ざまな面を考慮して慎重に行うのがよいでしょう。

遺産分割協議書の作成

　遺産分割協議書の様式は自由ですが、被相続人と相続
人を特定し、不動産の表示は登記事項証明書の記載のと
おりとします。
　また、遺産を取得しなかった方も含め、相続人全員で氏
名を自署し、実印を押印します。

遺言作成の際の遺留分の考慮

　遺言により遺留分が侵害されたときに、自己の遺留分
を主張して侵害されている財産を取り戻す意思表示をす
ることを遺留分侵害額請求といいます。遺留分制度とは、
一定の相続を受けられる権利を持っている人（遺留分権
者）のために、遺産のうち一定割合を法律的に取得できる
ことを認めた制度です。
　遺言でもこの遺留分は侵すことができません。遺留分
権者は、配偶者、子（直系卑属）、親（直系尊属）で、兄弟姉
妹には遺留分はありません。
　この請求は必ず行う必要まではなく、請求をするときに
は、遺留分が侵害されたことを知ったときから１年以内、ま
た、相続開始のときから１０年以内に行わなければなりま
せん。

相続人の氏名は必ず本人が署名し、実印（印鑑登録してある印鑑）を押印します。なお住
所は、住民票記載のとおりに記載します。
遺産を取得しなかった相続人も、署名押印します。
相続人のなかに、利益相反する未成年者がいる場合は、特別代理人が署名し、実印を押
印します。
印鑑証明書を添付します。

1.

2.
3.

4.

※相続一郎は未成年者である。

遺産分割協議書（例）

令和××年5月10日　被相続人　日管太郎の死亡により開始した相続につき、
共同相続人全員において分割協議の結果、各相続人が次のとおり遺産を
取得することに決定した。

以上をもって、共同相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、
これを証するため本書を作成し、次に署名捺印する。

相続人　日管長太郎は、次の遺産を取得する。
（1）東京都〇〇区〇〇１丁目2番3号　宅地　180.50㎡
（2）東京都〇〇区〇〇1丁目2番地3号　家屋番号　2番3
　　　　軽量鉄骨造3階　居宅　床面積　120.52㎡
（3）◯◯銀行◯◯支店
　　　　普通預金　No.0123456　　金5,200,000円

相続人　相続一郎は、次の遺産を取得する。
（1）〇〇株式会社　株式　9,000株

1.

2.

令和××年11月15日

東京都〇〇区〇〇１丁目2番3号

相続人 ㊞日管長太郎
神奈川県〇〇市〇〇2丁目3番4号

福岡県〇〇市〇〇3丁目4番5号

福岡県〇〇市〇4丁目5番6号

相続人

相続人　相続　一郎※

相続一郎の特別代理人

㊞

㊞

賃貸花子

管理和子

【遺産分割協議書作成例】
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1.

2.
3.

4.

※相続一郎は未成年者である。

遺産分割協議書（例）

令和××年5月10日　被相続人　日管太郎の死亡により開始した相続につき、
共同相続人全員において分割協議の結果、各相続人が次のとおり遺産を
取得することに決定した。
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（2）東京都〇〇区〇〇1丁目2番地3号　家屋番号　2番3
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1.

2.

令和××年11月15日

東京都〇〇区〇〇１丁目2番3号

相続人 ㊞日管長太郎
神奈川県〇〇市〇〇2丁目3番4号

福岡県〇〇市〇〇3丁目4番5号

福岡県〇〇市〇4丁目5番6号

相続人

相続人　相続　一郎※

相続一郎の特別代理人

㊞

㊞

賃貸花子

管理和子

【遺産分割協議書作成例】



14 15

5. 賃貸住宅の管理契約等の変更に関する手続き

相続登記

　法務局で賃貸住宅の登記名義を変更します。必要書類
はP21の不動産の所有権移転登記の必要書類を確認し
てください。登記をしなければ、売却することや、担保とし
て設定することもできません。令和5年時点では、相続登
記の義務化はありませんが、法律が改正され令和6年4月
1日以降は義務化され、相続で不動産取得を知った日から
3年以内に登記・名義変更しない場合は10万円以下の過
料の対象となります。登記は、複雑なこともあるので司法
書士に依頼することも可能です。

　遺産分割協議が終わり、賃貸住宅の相続人が決定したら、賃貸住宅の管理を委託している管理会社と家賃等を受領する受取
口座の変更だけでなく、管理契約の再締結なども必要となります。管理会社にもよく相談しながら進めてください。遺言書がある
場合は、よくその内容を確認しましょう（遺言書はP11を参照）。

相続が発生し、相続人が決まっていない場合、固定資産税は誰が払うのか？
　相続発生後も固定資産税は、1月１日時点の所有者に納税義務があります。しかし、遺産分割協議が成立していない場合、一時的に賃貸住
宅等の不動産は相続人全員の共有財産となり、原則として、被相続人が支払うべき固定資産税は相続人全員が法定相続分に応じて支払うこ
とになります。相続人が確定し、登記しなければ、被相続人の住所宛に固定資産税の納付書が届いてしまいます。市区町村役場へ相続人代表
者指定届を提出すると納付書の送付先を変更することができますが、あくまでも送付先を変更することのみで、代表者が固定資産税を全額払
うというものではありません。

管理契約の再締結

　管理契約は委任契約の一種であり、契約承継の特約等
がなければ被相続人の死亡により契約が終了します※。そ
のため、相続人が確定したら再度管理会社と契約を結び
ましょう。被相続人がどのような内容で管理会社と契約し
ていたのか、既存の契約書類をよく確認してください。ま
た、被相続人の生前より、委任状などにより契約行為等の
代理権を授与されている方がいないかなども確認してく
ださい。相続人が複数で共有する場合、相続人全員同意
のうえ契約します。契約後、何かある度に相続人全員の合
意をとることは、時間や手間もかかり、入居者に迷惑がか
かってしまう可能性もあります。そのため、代表者を決め
て、その他の相続人から事前に委任状等をとっておくと良
いでしょう。
※サブリース契約の場合、契約は終了せずに相続人に承継されます。

火災保険等の名義変更

　火災保険や地震保険等、賃貸住宅をお持ちの場合、加
入していることが多いです。名義変更を行っていないた
め、保険金が受け取れないということにならないよう、相
続人となった方に名義変更を忘れずに行いましょう。

家賃等の受取口座の変更

　各種契約変更や再締結とあわせて、家賃等の受取口座
を変更する必要があります。被相続人の口座に家賃等が
振込まれると、口座凍結により、家賃受取が困難になって
しまう恐れがありますので早めに変更を行いましょう。相
続人が複数で共有する場合は、持分に応じて家賃を振り
分ける必要があります。管理会社に家賃集金業務をお願
いしている場合は、持分などを伝えましょう。管理会社に
家賃集金を依頼せずに直接、入居者から振り込んでも
らっている場合は、相続人全員に合意を取り、どなたか受
取口座の代表者を決めておくことがいいでしょう。その代
表者が持分に応じて振り分けします。

入居者への連絡

　直接、入居者から家賃を受領している場合、一通りの手
続きが完了した後は、入居者に振込口座変更の通知を行
いましょう。管理会社が代理で通知してくれる場合もある
ため、事前に確認してください。

所得税の準確定申告

　被相続人の亡くなった日までの所得に対して、相続人は
所得税の申告を行わなければなりません。申告は被相続
人が亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内です
（詳細はP17参照）。

相続税の申告

　賃貸住宅を相続すると相続税の申告が必要となります
（相続税がかからずに申告が不要という場合もありま
す）。まずは、どのくらい相続税がかかるのか管理会社や
税理士等に確認しましょう。申告は、被相続人が亡くなっ
たことを知った日の翌日から１０カ月以内と期限が決まっ
ていますので注意してください（詳細はP17参照）。

豆知識

受取口座の指定

遺産分割協議がまとまっておらず、賃貸住宅の相続人が決定していない場合
注意

　遺産分割協議が成立していない場合、相続登記や受取口座の変更、各種契約の変更などを行うには相続人全員の
合意を取らなければできません。一方で賃貸住宅に入居者が住んでいる場合は、毎月の家賃受取、入退去等の契約
手続き、原状回復工事等の手続きなどの早期に対応しなければならない事案が多く発生します。これらを行うため、
その都度、相続人全員の合意を取ることは、時間と労力がかかってしまいます。全員の合意がなければ、毎月の家賃受
取はできず、入居や退去に伴う契約手続きもできず、原状回復工事の対応もできず、大規模な修繕工事の対応もでき
ず、大変な事態が起きてしまいます。そのため、後に慌てないように生前に遺言書を作成するなどの対策を行い、遺産
分割協議を早く成立させることが重要です。遺産分割協議がまとまらない場合は、実務的には前述の各種対応が円
滑にできるよう、相続人全員に合意を取り、相続人代表者を決めておくと良いでしょう。

　遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続人全員に合意があれば、代表者が家賃を受取ることが可能です。その
際は、口頭でなく、相続人代表届（合意書）を相続人全員からもらうことが必要です。その後、管理会社と送金口座
変更の覚書を結びます。ただし、代表者がすべての家賃をもらえるわけではなく、相続分に応じて相続人全員が家賃
をもらう権利があるため注意してください。相続人が確定するまでに一人でも合意をとれない場合は、相続人の相続
分に応じて管理会社から振り込んでもらう必要があります。

➡
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➡

（注）相続人代表者以外の相続人全員が一部ずつ提出、書面には実印を捺印し、併せて印鑑証明書も提出する。

【相続人代表届 (同意書 )】

相続人代表届（同意書） 

 

私、（代表者以外の相続人） （以下、丙という）は、（管理物件における相続人代表者）  （以下、甲と

いう）と共有する下記建物（以下、本物件という）について、下記の通り同意いたします。 

 
記 

【建物の表示】 
    所 在 地 ：  

  物件名称：  
 
【同意内容】 
 １．賃貸住宅管理受託契約（以下、本契約という）を、甲と （賃貸住宅管理業者名） （以下、乙とい 

う）との間で締結すること。 
 
２．本物件に関する窓口（賃料送金口座の指定を含む）を甲に一任し、甲と乙にて本契約に基づく運営 

を行うこと。 
 
３．本物件から発生する一切の内容につき、連帯して責任を負うこと。 

 
 

以 上 
  年  月  日 

 
（丙） 

住 所                    
       

氏 名                          実印 
※丙は、実印を捺印のうえ、併せて印鑑証明書を提出するものとする。 

 

【使用時の注意】 
相続人代表者（新オーナー）以外の相続人全員が一部ずつ提出。 
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所得税の準確定申告

準確定申告の必要な方
　被相続人のその年の1月1日から亡くなられた日までの
所得を計算して、被相続人に納付すべき所得税がある場
合、相続人は所得税の申告を行わなければなりません。こ
れを準確定申告といいます。

準確定申告のときに所得から控除される額
　医療費控除（注）は、亡くなられた日までに実際に支払っ
た額に限られますので、亡くなられた後に支払った医療費
は控除の対象になりません（ただし、相続税の課税価格の
計算上、債務として控除することができます）。
　社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除の
対象となるのは、医療費控除と同じく亡くなられた日まで
に支払われた額です。社会保険料は、支払った額または給
与から差し引かれた額の全額が所得控除できます。生命
保険料・地震保険料は、保険料控除の対象となる保険料
の一定額が所得控除できます。
　そのほかに、配偶者控除や扶養控除などもあります。こ
れらに該当するかどうかの判定は、亡くなられた日の現況
によります。
　この準確定申告は各相続人の指名・住所・被相続人と
の続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、相
続人の住所ではなく被相続人の住所地を管轄する税務署
に提出します。

準確定申告の期限
　相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以
内に、被相続人の住所地の税務署に所得税の申告を行い
ます。

　相続が発生した年には、確定申告書の提出義務のある方が亡くなられた場合、相続人は「所得税の確定申告」を行わなければ
なりません。また、相続税の計算をして、申告が必要となった場合には、「相続税の申告」を行う必要があります。

●相続人が2人以上いる場合
　各相続人が連名により準確定申告書を提出することになり
ます。その際、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄など
を記載した準確定申告書の付表を添付します。ただし、他の相
続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできま
す。この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけれ
ばならないことになっています。

●みなし相続財産
　以下のような財産は被相続人の所有財産ではありません
が、税法の規定により相続税の計算上相続財産とみなされ
ます。
・被相続人が被保険者で保険料を負担していた生命保険契
約などから支払われる死亡保険金

・死亡退職金
相続人が死亡保険金や死亡退職金を受取った場合には、
各 「々500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税に
なります。

泫医療費控除について
　次の算式によって計算した全額が医療費控除となります。

◆その他に医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制があります。

（注１）相続財産の総額
＝取得財産の価値の合計額
＋相続時精算課税適用財産の価格
－債務および葬式費用の全額
＋被相続人からの相続開始前３年以内※1の暦年課税分の贈与財産の価額※2

（注２）基礎控除額
＝3,000万円+600万円×法定相続人の数※

※1　令和６年以降の贈与については相続開始前7年以内の贈与財産の価額のうち
　　  一定額が加算対象になります。
※2　贈与時に支払った贈与税は相続税額から控除されます。

※養子の数は、実子がいる場合は1人（いない場合は2人）まで

その年に支払った
医療費の増額 保険金などで補てんされる金額

医療費控除額
（最高200万円）

※総所得金額が200万円未満の場合は、その5％相当額

10万円※

（ ）－

－ ＝

所 相続税の申告と納税

相続税の申告が必要な方
　相続税は、相続財産の総額（注1）から基礎控除額（注2）を控
除して課税遺産総額を求め、これを基にして税額を計算し
ます。したがって、相続財産の総額が基礎控除額以下であ
れば相続税は課税されませんので申告も不要です。

ただし、小規模宅地等についての相続税の課税価格の特
例を適用した結果、相続財産の総額が基礎控除額以下と
なる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりま
せん。また、配偶者の税額軽減の規定を適用した結果、納
付税額がないこととなった場合も相続税の申告書を提出
しなければなりません。

申告期限と納付方法
　相続の開始があったことを知った日（通常、被相続人の
死亡した日）の翌日から10カ月以内に申告します。例えば、
4月1日に亡くなった場合には、翌年の2月1日が申告期限
になります。その日が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場
合は、その翌日が期限となります。
　納付方法は原則として、金銭で一時に納付しなければな
りません。しかし、それができない場合には、税務署長の許
可を受けて「延納」や「物納」にすることもできます。

相

死亡
4月1日

応答日
2月1日

申告期限
翌年1月1日

知った日の翌日から10カ月以内

6. 所得税・相続税の申告と納税
5.賃貸住宅の管理契約等の変更に関する手続き

相続人が決まっていない期間をいかに短くするかが大事ポイント

被相続人の死亡 登記 管理契約の再締結

遺産分割協議

この期間(相続人が確定しない時期)が長引けば長引くほど実務が大変なだけで
なく、お客様である入居者にご迷惑をおかけすることにも繋がり、結果として退
去などの最悪の事態になるかもしれません。生前から将来を見据えて、遺言書を
作成するなど相続対策を行い、この期間を短くすることがとても大事です。対策
もただ単に節税だけをするのでなく、相続人が争うことがないよう特に分割の難
しい不動産のことを考えておくことが重要です。そのため、まずは管理会社によ
く相談しましょう。

（注）相続人代表者以外の相続人全員が一部ずつ提出、書面には実印を捺印し、併せて印鑑証明書も提出する。

【相続による送金口座変更の覚書】
 

相続による送金口座変更の覚書 
 

 （賃貸住宅管理業者名） （以下、乙という）と （新委託者となる相続人） （以下、丙とい

う）は、 （旧委託者名） （以下、甲という）と乙との間で、下記に表示する建物について、  
     年    月    日に締結した賃貸住宅管理受託契約に関し、協議の結果、下記の通

り合意したので本書２通を作成し、両者署名捺印の上、各一通を保有する。 
記 

【建物の表示】 
   所 在 地 ：  

 物件名称：  
【合意内容】 
    管理委託者である甲の死亡のため、その相続人丙の依頼により家賃送金口座及び資料送

付先を以下の通りに変更するものとする。但し、一部法律上の手続き等が未了のため、他

の相続人や利害関係人に対する紛争等が生じた場合においても乙は一切その責を負わない

ものとする。 

尚、法律上の手続き等が終了次第丙は乙に対して、遅滞無くその旨申し出るものとし、

乙は、権利を証する書面等を確認後、新たな手続きをとるものとする。 

 
送金先 金融機関 ： 

預 金  ： 普通 ・ 当座 

口座番号 ： 

口座名義人： 

（カナ           ） 

変更年月日    年  月  日送金分より  

 
以 上 

  年  月  日 
（乙）住 所                        

          
氏 名                          ㊞    

（丙） 
 
住 所                           

       
氏 名                          実印 

※丙は、実印を捺印のうえ、併せて印鑑証明書を提出するものとする。 

【使用時の注意】 
相続人代表者（新オーナー）と締結（ほか相続人との共有は不要）。 
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所得税の準確定申告

準確定申告の必要な方
　被相続人のその年の1月1日から亡くなられた日までの
所得を計算して、被相続人に納付すべき所得税がある場
合、相続人は所得税の申告を行わなければなりません。こ
れを準確定申告といいます。

準確定申告のときに所得から控除される額
　医療費控除（注）は、亡くなられた日までに実際に支払っ
た額に限られますので、亡くなられた後に支払った医療費
は控除の対象になりません（ただし、相続税の課税価格の
計算上、債務として控除することができます）。
　社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除の
対象となるのは、医療費控除と同じく亡くなられた日まで
に支払われた額です。社会保険料は、支払った額または給
与から差し引かれた額の全額が所得控除できます。生命
保険料・地震保険料は、保険料控除の対象となる保険料
の一定額が所得控除できます。
　そのほかに、配偶者控除や扶養控除などもあります。こ
れらに該当するかどうかの判定は、亡くなられた日の現況
によります。
　この準確定申告は各相続人の指名・住所・被相続人と
の続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、相
続人の住所ではなく被相続人の住所地を管轄する税務署
に提出します。

準確定申告の期限
　相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以
内に、被相続人の住所地の税務署に所得税の申告を行い
ます。

　相続が発生した年には、確定申告書の提出義務のある方が亡くなられた場合、相続人は「所得税の確定申告」を行わなければ
なりません。また、相続税の計算をして、申告が必要となった場合には、「相続税の申告」を行う必要があります。

●相続人が2人以上いる場合
　各相続人が連名により準確定申告書を提出することになり
ます。その際、各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄など
を記載した準確定申告書の付表を添付します。ただし、他の相
続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできま
す。この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけれ
ばならないことになっています。

●みなし相続財産
　以下のような財産は被相続人の所有財産ではありません
が、税法の規定により相続税の計算上相続財産とみなされ
ます。
・被相続人が被保険者で保険料を負担していた生命保険契
約などから支払われる死亡保険金

・死亡退職金
相続人が死亡保険金や死亡退職金を受取った場合には、
各 「々500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税に
なります。

泫医療費控除について
　次の算式によって計算した全額が医療費控除となります。

◆その他に医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制があります。

（注１）相続財産の総額
＝取得財産の価値の合計額
＋相続時精算課税適用財産の価格
－債務および葬式費用の全額
＋被相続人からの相続開始前３年以内※1の暦年課税分の贈与財産の価額※2

（注２）基礎控除額
＝3,000万円+600万円×法定相続人の数※

※1　令和６年以降の贈与については相続開始前7年以内の贈与財産の価額のうち
　　  一定額が加算対象になります。
※2　贈与時に支払った贈与税は相続税額から控除されます。

※養子の数は、実子がいる場合は1人（いない場合は2人）まで

その年に支払った
医療費の増額 保険金などで補てんされる金額

医療費控除額
（最高200万円）

※総所得金額が200万円未満の場合は、その5％相当額

10万円※

（ ）－

－ ＝

所 相続税の申告と納税

相続税の申告が必要な方
　相続税は、相続財産の総額（注1）から基礎控除額（注2）を控
除して課税遺産総額を求め、これを基にして税額を計算し
ます。したがって、相続財産の総額が基礎控除額以下であ
れば相続税は課税されませんので申告も不要です。

ただし、小規模宅地等についての相続税の課税価格の特
例を適用した結果、相続財産の総額が基礎控除額以下と
なる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりま
せん。また、配偶者の税額軽減の規定を適用した結果、納
付税額がないこととなった場合も相続税の申告書を提出
しなければなりません。

申告期限と納付方法
　相続の開始があったことを知った日（通常、被相続人の
死亡した日）の翌日から10カ月以内に申告します。例えば、
4月1日に亡くなった場合には、翌年の2月1日が申告期限
になります。その日が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場
合は、その翌日が期限となります。
　納付方法は原則として、金銭で一時に納付しなければな
りません。しかし、それができない場合には、税務署長の許
可を受けて「延納」や「物納」にすることもできます。

相

死亡
4月1日

応答日
2月1日

申告期限
翌年1月1日

知った日の翌日から10カ月以内

6. 所得税・相続税の申告と納税
5.賃貸住宅の管理契約等の変更に関する手続き

相続人が決まっていない期間をいかに短くするかが大事ポイント

被相続人の死亡 登記 管理契約の再締結

遺産分割協議

この期間(相続人が確定しない時期)が長引けば長引くほど実務が大変なだけで
なく、お客様である入居者にご迷惑をおかけすることにも繋がり、結果として退
去などの最悪の事態になるかもしれません。生前から将来を見据えて、遺言書を
作成するなど相続対策を行い、この期間を短くすることがとても大事です。対策
もただ単に節税だけをするのでなく、相続人が争うことがないよう特に分割の難
しい不動産のことを考えておくことが重要です。そのため、まずは管理会社によ
く相談しましょう。
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7. 埋葬料・埋葬費受給に関する手続き 8. 健康保険・年金・その他の手続き

埋葬料（費）・葬祭費受給の手続き

　ご遺族の方（または埋葬を行う方）に埋葬料・埋葬費または葬祭費が支給されます。
　亡くなられた日または埋葬を行った日の翌日から２年以内に、必要書類を添えて、それぞれの提出先へ支給申請書を提出します。
以下のチャートをご確認ください。

　ご遺族は、被相続人が加入していた健康保険などから、葬儀費用の一部を受け取れます。給付の種類・受給手続は、被相続人
が加入していた健康保険や年金の種類・ご遺族の状況により異なりますので、以下で確認しておきましょう。

　忘れてはならないのが健康保険・年金の手続です。そ
の他にも返納、解約、変更など手続きが必要なものがあ
りますので参考にしてください。

●その他の手続き
マイナンバーカード
死亡後の返却義務はありませ
ん。各種手続き等で必要にな
る場合がありますので、しばら
くは保管しておきましょう。

運転免許証
ご遺族に返却義務まではあり
ませんが、返却する場合は最
寄りの警察署に確認しましょ
う。

パスポート
各都道府県の申請窓口へ、戸
籍謄本等とともに提出し、失
効手続を行いましょう。希望す
れば、手続き後に返却しても
らうことも可能です。

公共料金（電気、ガス、水道）
同居する方がそのまま使用する
場合、各社に確認をして名義
変更を行いましょう。同居人が
いない場合、解約しなければ
料金が発生し続けるため注意
してください。

携帯電話・インターネット
そのまま名義変更等で承継し
て使用する場合、戸籍謄本な
どの書類が必要になることが
あります。解約の場合も含めて
手続き内容を確認しましょう。

クレジットカード
解約する場合、カード会社によっ
て手続き方法が異なりますので
連絡を入れて確認しましょう。

高齢者向け優待パス
発行元の市区町村役場等に返
却をしましょう。

【埋葬料など給付関係一覧】

給付名 受けられる人 受けられる額 必要書類など 提出先

健康保険
（75歳未満の会社などに勤
務する人とその被扶養者が
対象※4）

国民健康保険
（健康保険、共済組合、船員保
険などの被保険者又は被扶
養者を除いた75歳未満の日
本に居住する人
例：自営業者、その扶養家族、
無職の人など）

後期高齢者医療制度
（75歳以上の日本に居住する
人と65歳～74歳の人で一定
の障害認定を受けた人）

埋葬料（費）支給申
請書（事業主の証明
を受ける※5）埋葬費
の場合は、領収書添
付（霊柩車代、火葬
費用など）

被相続人が勤務していた
会社などを管轄する全国
健康保険協会各支部また
は健康保険組合（被扶養
者が亡くなった場合も勤
務している会社などを通
します）

埋葬料

葬祭費支給申請書
など

被相続人の住所地の
市区町村役場葬祭を行った人

家族埋葬料

埋葬費

5万円

5万円被保険者

葬祭費など

市区町村により
異なります（ ）

おおむね
健康保険と
同様
市区町村により
異なります（ ）

葬祭費支給申請書
など

被相続人の住所地の
都道府県広域連合葬祭を行った人（

葬祭費など

市区町村により
異なります ）

おおむね
健康保険と
同様
市区町村により
異なります（ ） 受付窓口は

市区町村です（ ）

被保険者に生計
を維持されて埋
葬を行う遺族

上記の範囲内
で埋葬に要し
た費用

上記以外の埋葬
を行った人

健康保険の手続

　会社で加入していた健康保険は、被保険者が亡くなら
れた日の翌日に被保険者の資格を喪失するため、5日以
内に資格喪失手続を会社を通して行います。なお、被保険
者の方が健康保険の資格を喪失した場合、被扶養者で
あった方はご自身で国民健康保険へ加入されるか、会社
員であるご家族の被扶養者になるなどの手続きが必要で
す。
　被扶養者が亡くなられたときには、会社に被扶養者異
動届を提出します。
　また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入して
いた方の手続は、住所地の市区町村役場で14日以内に
行います。
　死亡届を提出すれば、国民健康保険、後期高齢者医療
制度の資格喪失手続も行ったとみなされる場合がありま
すので、死亡届を提出する際に確認するとよいでしょう。

年金の手続

　会社で加入していた厚生年金保険も、資格喪失手続を
5日以内に会社に通して行います。
　国民年金に加入していた方の手続は、住所地の市区町
村役場で14日以内に行います。
　死亡届を提出すれば、国民年金の資格喪失手続も行っ
たとみなされる場合がありますので、死亡届を提出する際
に確認するとよいでしょう。
　また、第1号被保険者であった期間がある場合には、死
亡一時金や寡婦年金が受けられる場合もありますので、
その点も確認しましょう。
　既に老齢年金などを受けていた方が亡くなられた場
合、まだ受け取っていない年金が1カ月分または2カ月分
あります（公的年金は、死亡した月分までが支払われるこ
とになっているにもかかわらず、偶数月に前2カ月分が支
払われるため、原則として1カ月または2カ月分残る仕組
みになっています）。その受け取っていない年金額は、生計
を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、
その他上記以外の3親等内の親族の順に受け取ることが
できます。年金関係の死亡届と一緒に手続することができ
ます。　

※１　被保険者だった方が、会社の健康保険の資格喪失後3カ月以内に亡くなった場合や、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている
間に亡くなったとき、若しくは、当該継続給付を受けなくなって3カ月以内に亡くなったときは、会社の健康保険から埋葬料（費）が支給されます。　

※2　被扶養者の範囲に限られません。被相続人に生計の全部または一部を維持されていれば、親族関係なく、同一世帯に属していなくても支給されます。
※3　被相続人が被扶養者の場合には、「家族埋葬料」が支給されます。

※4　健康保険は、2カ月以内の期間を定めて臨時に雇用される人などは除外されます。パートやアルバイトでも勤務条件により対象になります。また、労災保険と異なり、会社役
員も対象になります。

※5　事業主の証明を受けられない場合は、別途添付書類（埋葬許可証、死亡診断書等）が必要となります。

スタート

イイエ

ハイ
被相続人は会社の健康保険に加入し
ていましたか？※1

埋葬を行った方は被相続人に生計を維持され
ていたご遺族※2ですか？

被相続人が国民健康保険の加入者、
後期高齢者医療制度加入者の場
合、葬儀を行った方に「葬祭費など」
が支給されます

被相続人が健康保険の被保険者本
人の場合、会社の健康保険から埋
葬を行った方に「埋葬費」が支給さ
れます※3

会社の健康保険から
「埋葬料」が支給され
ます

イイエ ハイ

シルバーパス
2023-24

2023年9月30日まで 男性・女性

様

JPY1000

☎ - -

2023.9.1 2043.8.1
敬老パス

IC
CARD

manaca
市役所

から まで

＋
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7. 埋葬料・埋葬費受給に関する手続き 8. 健康保険・年金・その他の手続き

埋葬料（費）・葬祭費受給の手続き

　ご遺族の方（または埋葬を行う方）に埋葬料・埋葬費または葬祭費が支給されます。
　亡くなられた日または埋葬を行った日の翌日から２年以内に、必要書類を添えて、それぞれの提出先へ支給申請書を提出します。
以下のチャートをご確認ください。

　ご遺族は、被相続人が加入していた健康保険などから、葬儀費用の一部を受け取れます。給付の種類・受給手続は、被相続人
が加入していた健康保険や年金の種類・ご遺族の状況により異なりますので、以下で確認しておきましょう。

　忘れてはならないのが健康保険・年金の手続です。そ
の他にも返納、解約、変更など手続きが必要なものがあ
りますので参考にしてください。

●その他の手続き
マイナンバーカード
死亡後の返却義務はありませ
ん。各種手続き等で必要にな
る場合がありますので、しばら
くは保管しておきましょう。

運転免許証
ご遺族に返却義務まではあり
ませんが、返却する場合は最
寄りの警察署に確認しましょ
う。

パスポート
各都道府県の申請窓口へ、戸
籍謄本等とともに提出し、失
効手続を行いましょう。希望す
れば、手続き後に返却しても
らうことも可能です。

公共料金（電気、ガス、水道）
同居する方がそのまま使用する
場合、各社に確認をして名義
変更を行いましょう。同居人が
いない場合、解約しなければ
料金が発生し続けるため注意
してください。

携帯電話・インターネット
そのまま名義変更等で承継し
て使用する場合、戸籍謄本な
どの書類が必要になることが
あります。解約の場合も含めて
手続き内容を確認しましょう。

クレジットカード
解約する場合、カード会社によっ
て手続き方法が異なりますので
連絡を入れて確認しましょう。

高齢者向け優待パス
発行元の市区町村役場等に返
却をしましょう。

【埋葬料など給付関係一覧】

給付名 受けられる人 受けられる額 必要書類など 提出先

健康保険
（75歳未満の会社などに勤
務する人とその被扶養者が
対象※4）

国民健康保険
（健康保険、共済組合、船員保
険などの被保険者又は被扶
養者を除いた75歳未満の日
本に居住する人
例：自営業者、その扶養家族、
無職の人など）

後期高齢者医療制度
（75歳以上の日本に居住する
人と65歳～74歳の人で一定
の障害認定を受けた人）

埋葬料（費）支給申
請書（事業主の証明
を受ける※5）埋葬費
の場合は、領収書添
付（霊柩車代、火葬
費用など）

被相続人が勤務していた
会社などを管轄する全国
健康保険協会各支部また
は健康保険組合（被扶養
者が亡くなった場合も勤
務している会社などを通
します）

埋葬料

葬祭費支給申請書
など

被相続人の住所地の
市区町村役場葬祭を行った人

家族埋葬料

埋葬費

5万円

5万円被保険者

葬祭費など

市区町村により
異なります（ ）

おおむね
健康保険と
同様
市区町村により
異なります（ ）

葬祭費支給申請書
など

被相続人の住所地の
都道府県広域連合葬祭を行った人（

葬祭費など

市区町村により
異なります ）

おおむね
健康保険と
同様
市区町村により
異なります（ ） 受付窓口は

市区町村です（ ）

被保険者に生計
を維持されて埋
葬を行う遺族

上記の範囲内
で埋葬に要し
た費用

上記以外の埋葬
を行った人

健康保険の手続

　会社で加入していた健康保険は、被保険者が亡くなら
れた日の翌日に被保険者の資格を喪失するため、5日以
内に資格喪失手続を会社を通して行います。なお、被保険
者の方が健康保険の資格を喪失した場合、被扶養者で
あった方はご自身で国民健康保険へ加入されるか、会社
員であるご家族の被扶養者になるなどの手続きが必要で
す。
　被扶養者が亡くなられたときには、会社に被扶養者異
動届を提出します。
　また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入して
いた方の手続は、住所地の市区町村役場で14日以内に
行います。
　死亡届を提出すれば、国民健康保険、後期高齢者医療
制度の資格喪失手続も行ったとみなされる場合がありま
すので、死亡届を提出する際に確認するとよいでしょう。

年金の手続

　会社で加入していた厚生年金保険も、資格喪失手続を
5日以内に会社に通して行います。
　国民年金に加入していた方の手続は、住所地の市区町
村役場で14日以内に行います。
　死亡届を提出すれば、国民年金の資格喪失手続も行っ
たとみなされる場合がありますので、死亡届を提出する際
に確認するとよいでしょう。
　また、第1号被保険者であった期間がある場合には、死
亡一時金や寡婦年金が受けられる場合もありますので、
その点も確認しましょう。
　既に老齢年金などを受けていた方が亡くなられた場
合、まだ受け取っていない年金が1カ月分または2カ月分
あります（公的年金は、死亡した月分までが支払われるこ
とになっているにもかかわらず、偶数月に前2カ月分が支
払われるため、原則として1カ月または2カ月分残る仕組
みになっています）。その受け取っていない年金額は、生計
を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、
その他上記以外の3親等内の親族の順に受け取ることが
できます。年金関係の死亡届と一緒に手続することができ
ます。　

※１　被保険者だった方が、会社の健康保険の資格喪失後3カ月以内に亡くなった場合や、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている
間に亡くなったとき、若しくは、当該継続給付を受けなくなって3カ月以内に亡くなったときは、会社の健康保険から埋葬料（費）が支給されます。　

※2　被扶養者の範囲に限られません。被相続人に生計の全部または一部を維持されていれば、親族関係なく、同一世帯に属していなくても支給されます。
※3　被相続人が被扶養者の場合には、「家族埋葬料」が支給されます。

※4　健康保険は、2カ月以内の期間を定めて臨時に雇用される人などは除外されます。パートやアルバイトでも勤務条件により対象になります。また、労災保険と異なり、会社役
員も対象になります。

※5　事業主の証明を受けられない場合は、別途添付書類（埋葬許可証、死亡診断書等）が必要となります。

スタート

イイエ

ハイ
被相続人は会社の健康保険に加入し
ていましたか？※1

埋葬を行った方は被相続人に生計を維持され
ていたご遺族※2ですか？

被相続人が国民健康保険の加入者、
後期高齢者医療制度加入者の場
合、葬儀を行った方に「葬祭費など」
が支給されます

被相続人が健康保険の被保険者本
人の場合、会社の健康保険から埋
葬を行った方に「埋葬費」が支給さ
れます※3

会社の健康保険から
「埋葬料」が支給され
ます

イイエ ハイ
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様
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9. 必要書類チェック表
　市区町村によって提出書類の名称や
種類が異なったり、また担当窓口も異
なる場合がありますので、詳細は各関
係窓口に直接ご確認ください。

※2　必ずしも１０カ月という期限はありませんが、この頃までに手続を完了させておくことが望ましいと思われます。※1　必ずしも3カ月という期限はありませんが、この頃までに手続を完了させておくことが望ましいと思われます。

死亡から
５日以内 健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続

手続の種類 必要書類 窓口 死亡から 手続の種類 必要書類 窓口
□資格喪失届、健康保険証返却

世帯主変更

介護保険の資格喪失手続
（福）（乳）（親）医療の資格喪失手続
特定疾患医療受給者の資格喪失手続
身体障害者手帳の返却

国民健康保険・後期高齢者医療制度の
資格喪失手続

□世帯主変更届

□資格喪失届、保険証返却　など
□資格喪失届、医療証返却　など
□返納届、受給者証返却　など
□受給者死亡届、手帳返却　など

国民年金の受給停止手続き □受給権者死亡届、死亡が確認できる書類
　（戸籍等）など

□資格喪失届、保険証返却
□死亡を証明するもの
　（死亡の記載がある戸籍（除籍謄本など）など）

会社など

7日以内

１４日以内

３カ月以内

４カ月以内

１０カ月以内

１０カ月以内

死亡手続 □死亡届（死亡診断書）
□埋火葬許可証

遺言書の検認※1

所得税の準確定申告

相続税の申告

相続税の申告

銀行など預金の名義変更※2

株式の名義書換※2

不動産の所有権移転登記※2

証券会社または
信託銀行など

□遺言書、遺言書検認申立書
□遺言者の除籍謄本
□相続人全員の戸籍謄本　など

市区町村役場

市区町村役場

10日以内 厚生年金の受給停止手続き

□受給権者死亡届、死亡が確認できる書類
　（戸籍等）など

年金事務所

被相続人の住所地の
家庭裁判所

未成年者の住所地の
家庭裁判所

被相続人の住所地の
税務署

被相続人の住所地の
税務署

金融機関

法務局（登記所）

自動車の名義変更※2 陸運事務所

未成年者の特別代理人選任※1
□特別代理人の選任申立書
□申立人および未成年者の戸籍謄本
□特別代理人候補者の戸籍謄本および住民票　など

相続の放棄または限定承認
□相続放棄（限定）申述書
□申述人（相続人）の戸籍謄本
□被相続人の除籍謄本　など

□確定申告書、確定申告書付表
□相続人のマイナンバー確認書類
　（マイナンバーカードの写し、通知カードの写しなど）
□相続人の本人確認書類
　（マイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなど）
□給与（年金）の源泉徴収票
□配当通知書
□社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
□生命保険料控除証明書
□地震保険料控除証明書
□医療費控除の明細書
□相続税申告書
□相続人のマイナンバー確認書類
　（マイナンバーカードの写し、通知カードの写しなど）
□相続人の本人確認書類
　（マイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなど）
□被相続人の除籍謄本
□相続人の戸籍謄本、住民票および印鑑証明書
□所得税の準確定申告書
□遺言書および遺産分割協議書の写し
□贈与財産の明細
□贈与税の申告書　など

□名義変更依頼書
□死亡届
□通帳・証書・キャッシュカード
□相続人全員の戸籍謄本
□被相続人の除籍謄本
□遺言書
□遺産分割協議書
□相続人全員の印鑑証明書　など

□証券会社・信託銀行など所定の書類
□被相続人の除籍謄本
□相続人全員の戸籍謄本
□遺産分割協議書　など

【財産関係】
□相続財産の明細
□預貯金の残高証明書
□通帳および定期貯金証書の写し
□登記簿謄本
□固定資産税評価証明書
□非上場会社の直近３事業年度の決算書
□上場株式の銘柄名・株式数を記載した明細書
□配当金通知書・有価証券売買計算書
□保険証券の写し
□保険金支払調書または支払通知書　など

遺産分割調停・審判の申立 相手方の住所地の
家庭裁判所

□遺産分割調停・審判申立書
□遺産目録、当事者等目録
□申立人と相手方の戸籍謄本・住民票
□被相続人の除籍謄本　など

□移籍登記申請書
□相続人の戸籍謄本
□住民票、住民票除票
□印鑑証明書
□被相続人の除籍謄本
□固定資産評価証明書
□遺産分割協議書
□遺言書　など

□移籍登記申請書
□自動車検査証、検査証記入申請書
□相続人の戸籍謄本・住民票
□被相続人の除籍謄本
□遺産分割協議書の写し　など

相続税の延納・物納の申請 被相続人の住所地の
税務署

被相続人の住所地の
税務署

□延納（物納）申請書・金銭納付困難理由書
　および担保に関する書類　など

【債務関係】
□借入金明細、銀行借入金の残高証明書
□葬儀費用領収書・医療費領収書　など

※日本年金機構に個人番号（マイナンバー）が収録
されている方は、原則として、「年金受給権者死亡
届（報告書）」を省略できます。
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※日本年金機構に個人番号（マイナンバー）が収録
されている方は、原則として、「年金受給権者死亡
届（報告書）」を省略できます。
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　平成29年5月29日（月）から、全国の登記所（法務局）において、各種相続手続に利用することができ
る「法定相続情報証明制度」が始まりました。
　現在の相続手続では、被相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し
直す必要があります。法定相続情報証明制度は、登記所（法務局）に戸除籍謄本等の束を提出し、併せ
て相続関係を一覧に表した図（法定相続情報一覧図）を出していただければ、登記官がその一覧図に認
証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しをご利用い
ただくことで、戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。※
※相続手続で必要となる書類は各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

相続手続が簡単に 法定相続情報証明制度について

制度開始前 制度開始後

戸籍書
類一式

提出

A銀行（預金払戻）

法定相続情報
一覧図の写し

無料で必要な
通数を交付

B銀行（預金払戻）

銀
行

提出
返
却

返
却 提出

銀
行

BANK

BANK

登
記

登
記

相続手続がい
くつもある場合
にお勧めです。
手続が同時に
進められ、時間
短縮につながり
ます。

ポイント

２年以内

３年以内

埋葬料（費）・葬祭費申請

市区町村役場または
全国健康保険協会各支部
または健康保険組合
（埋葬料（費）について）

市区町村役
または年金事務所

□埋葬料（費）支給申請書・葬祭費支給申請書
□被保険者証
□葬祭費の領収証など

死亡一時金請求

□死亡一時金請求書
□年金手帳
□死亡者の戸籍謄本
□死亡者と請求者の住民票など

保険会社死亡保険金の請求

□保険証券
□死亡保険金請求書
□死亡診断書
□死亡者の除籍謄本
□受取人の戸籍謄本・印鑑証明書　など

5年以内 市区町村役場
または年金事務所

遺族基礎年金請求
遺族厚生年金請求
寡婦年金請求

□各種裁定請求書
□年金手帳、年金証書
□除籍謄本
□死亡診断書
□所得証明
□住民票　など

死亡から 手続の種類 必要書類 窓口

もしものときのための連絡リスト
連絡してほしい方などがいれば書きましょう。

賃貸オーナーとの
続柄・関係 連絡先氏　名 住　所

〒

〒

〒

〒

〒
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■お問合せは下記までご連絡ください。
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もしも
book手続き

のときのもしものときの

〒543-0072

大阪府大阪市天王寺区生玉前町５番３１号

　　　0120-030-400

　不動産営業部　Tel:06-6776-0007

　不動産管理部　Tel:06-6775-0649


